
「厚生労働省における障害者雇用のさらなる推進に向けた取組」 

（平成 30年 11月 12日厚生労働省障害者雇用推進本部決定）の 

主要項目の進捗状況（2019．5） 

 

取組項目 対応状況 

１．基本的考え方と推進体制 

部局等ごとに「障害者雇用推進支援員」

を新たに指名し、職員（障害者）と上司と

なる職員に対する相談支援を実施。 

○厚生労働省内全ての障害のある職員が配置さ

れている部局（※）において、「障害者雇用推進

支援員」を指名。 

 （※本省内部部局 18 部局、検疫所 3 施設、国立

ハンセン病療養所 13 施設、試験研究機関 3 施

設、国立障害者リハビリテーションセンター1 施

設、地方厚生局７局、都道府県労働局 47局） 

２．障害者がより活躍できる職場とするための取組等 

（１）障害者の常勤採用に向けた新たな選

考採用の実施 

○今春の初めての障害者採用選考で１９５名を採

用（予定を含む。）。 

○このうち、非常勤職員の「ステップアップ」の取組

で６３名常勤採用。 

（２）障害者がより活躍できる職場とするための取組 

①障害者を職場に受け入れる職員向けの

手引き・e-ラーニング教材を用意 

○「障害のある職員に対する支援マニュアル」を作

成し※、３月２２日に各部局長に通知し、各部

局・地方支分部局・施設等機関に周知。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○また、同マニュアルのエッセンスを搭載した e-ラ

ーニング教材を作成し、３月２２日に各部局・地

方支分部局・施設等機関に周知。 

 

資料２ 

※マニュアルのポイント 

 ・採用時の支援事項(合理的配慮の確

認、支援機関等との連携等) 

・ 日々の支援事項(業務日報又は朝メー

ル等) 

・ 毎月の支援事項(定期面談の実施等) 

 ・問題発生時・緊急時の対処 

・個別育成計画のひな形・作成方法 等 



取組項目 対応状況 

②障害のある職員の直属上司・所属課室

長と「障害者雇用推進支援員」に対し、

研修を必修化 

○障害のある職員の直属上司・所属課室長と「障

害者雇用推進支援員」が３月２５日より e-ラーニ

ング研修の受講を開始。（５月中に研修受講状

況のフォローアップ予定。） 

③個々の職員に対応した合理的配慮の実

施 

○厚生労働省自身が実施した障害者採用選考試

験において、個々の受験者の希望に応じ、点字

での出題･解答や手話通訳の配置等の合理的

配慮を実施。 

○採用後の障害のある職員の働く環境を整備する

ため、支援機器（拡大読書器、画面読み上げソ

フト等）の設置やバリアフリー化（多目的トイレの

拡充等）を実施中。 

④障害のある職員へのアンケート、障害の

ある職員自身が参画した部署横断的な

改善方策の検討 

○３月に厚生労働省で働く障害者にアンケートを実

施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤非常勤職員の育成システムの整備、個

別育成計画の策定 

○障害のある職員の直属上司や「障害者雇用推

進支援員」が参照する「障害のある職員に対す

る支援マニュアル」に、チャレンジ雇用等の非常

勤職員向けの個別育成計画のひな型や作成方

法、指導・確認方法等を盛り込み、４月より、直

属上司が面談等の上、個別育成計画の作成を

開始。 

○個別育成計画の策定状況は、５月中にフォロー

アップ予定。 

 

アンケートの概要 

 ・厚生労働省本省内部部局及び中央労

働委員会に勤務する障害のある職員（約

90名に対して実施） 

・平成 31年２月～３月にかけて実施 

・調査項目は、障害種別・内容、障害に

対する配慮、仕事のやりがいなど 

・調査結果については、現在詳細分析・ 

 調整中。 


